
　　【給与所得者（納税義務者）が異動したとき】

＜徴収方法＞

　　　　※納期未到来の普通徴収分を特別徴収に切り替えることができます。
　　　　※提出した異動届出書が誤っていたときは、正しい異動届出書を作成し、「訂正分」
　　　　　　と上段欄外に朱書きの上、訂正箇所にマーカーし、至急提出してください。

　　【給与支払報告書の住所が異なっていたとき（千葉市以外の住所と判明した場合）】

　　【特別徴収義務者（事業者）の所在地等が変更になったとき】

特別徴収の事務処理  

～異動が生じた場合の手続きについて～ 

退  職 

転勤または再就職先で特別徴収 

会社の所在地等が変更になったと

き 
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誤った住所地に提出したとき又は
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